
フォローアップの流れ

意見具申後、関係行政機関の取組状況の確認等を
事故の発生の状況等に鑑み、適切な時期に実施する。
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枠内は消費者安全調査委員会で実施

（１）（２）の状況を踏まえ、
フォローアップを終了するかについて決定。
（１）関係行政機関の取組
（２）同種類似の事故のリスク
（『フォロ―アップの終了』を参照）



フォローアップの終了
（１）（２）の状況を踏まえ、消費者安全調査委員会でフォローアップを終了するかについて決定。

取組がなされて
いるか

取組状況の確認
を継続するか

※１ 確認の必要がなくなった場合、対応を変更する場合など。
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関係行政機関による
取組状況の確認結果

①取組状況の確認を
終了する

②次回、取組状況を
確認する

（１）関係行政機関の取組 （２）同種類似の事故のリスク
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許容範囲内に
下がったか

※２

はい

①フォロー
アップ終了

②調査を検討
（新規選定候補）

③意見の内
容を検討

④経過観察
※４

事故原因を再度
究明する必要があるか

※３

ない

意見に変更や
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※２ 現在の社会の価値観に基づいて与えられた状況下で受け入れられるリスクのレベルに
下がった場合（JIS Z 8051：2015 (ISO/IEC Guide 51：2014） 安全側面－規格への導入指針）。
※３ 新たな証拠又は知見が利用可能となった場合。
※４ 同種類似の事故の発生状況について、事故調査室において確認。

取組後の同種類似の事故のリスク
（多発性、被害の程度）
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